
《期日前投票の場合》
〇町民交流館（ペア・パル利府）研修室
　【期　　間】 2月4日（水）～ 2月7日（土）
　【時　　間】 午前8時30分～午後8時
　※期日前投票をする場合、入場券裏面の「期日前投票宣誓書」にあらかじめ記入のうえ、ご持参願います。

２月８日（日）は利府町長選挙の投票日です
忘れずに投票しましょう

「投票所入場券」が変わります

狂犬病予防集合注射の場所を一部変更します

①入場券を郵送します
　選挙が近くなりましたら、世帯毎に入場券を郵送しますので、投票の際にご持参ください。
　なお、入場券が郵送された方でも、投票前に町外へ転出された方は投票できません。
②投票時間および投票場所

《2月8日（日）当日投票の場合》
　【投票時間】 午前７時～午後８時
　【投票場所】 入場券に記載してある投票所

　令和8年度から注射会場を以下のとおり集約します。
　実施日時の詳細については、飼い犬の登録をされている方へお送りする案内ハガキをご確認ください。

※狂犬病予防集合注射は、お住まいの地域に関わらず
　どの会場でも受けることができます。

　電算システムの標準化に伴い、投票所入場券の様式が「ハガキ」へ変更となります。
【変更内容】
①大きさ
　従来の封筒サイズから「ハガキ」サイズになります。

②１通に入る人数
　世帯4人まで（5人以上の場合は2通になります。）
　　※入場券は、世帯主あてに届きます。
  　 　選挙人ごとに切り離して投票所へご持参ください。

〇イオンモール新利府南館３階　イオンホール
　【期　　間】 2月4日（水）～ 2月7日（土）
　【時　　間】 午前11時～午後7時

問　選挙管理委員会事務局　☎︎767-2130

問　生活環境課　環境衛生係　☎︎767-2119

令和７年度会場 令和８年度会場 備考 令和７年度会場 令和８年度会場 備考
神谷沢グラウンド 神谷沢グラウンド 浜田地区避難施設 浜田地区避難施設

花の公園
（菅谷台三丁目集会所付近）

花の公園
（菅谷台三丁目集会所付近） 須賀集会所 ー 浜田地区避難施設へ

集約
菅谷公民館 菅谷公民館 つつじの公園 つつじの公園

消防団北部分団
ポンプ車庫前 ー 菅谷公民館へ集約 赤沼公民館 ー つつじの公園へ集約

しらかし台集会所
（夢民館）

しらかし台集会所
（夢民館） 春日二部集会所 春日二部集会所

花園 1 号公園 花園 1 号公園 春日一部公民館 ー 春日二部集会所へ
集約

森の里公園東側入口 森の里公園東側入口 利府町役場町民広場 利府町役場町民広場
青葉台二丁目集会所 青葉台二丁目集会所 森郷児童遊園 ー

利府町役場
町民広場へ集約加瀬生活センター 加瀬生活センター 藤田集会所 ー

野中一部公民館 野中一部公民館 利府駅前２号公園 ー

＜表面＞ ＜裏面＞

＜入場券イメージ>

事前に氏名等記入していただければ、簡単スムーズに受付ができます。
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広告枠

株式会社 水間工務店
〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹3丁目1-14

TEL（022）231-2245
FAX（022）231-2247
www.sendai-shiko.jp

仙台紙工の「プラス思考」で、
　　あなたの「思い」をもっと豊かに
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　　新中道地区
　　新太子堂地区
　　新太子堂北地区
　　明ケ沢地区
　　浜田地区
　　金沢地区
　　八幡崎地区

地区計画決定地区

地区計画決定地区
　沢乙東地区
　利府駅前地区
　菅谷ニュータウン地区（菅谷台）
　皆の丘びゅうタウン地区
　赤沼北部地区（葉山）
　利府ショッピングセンター地区
　野中南地区
　長田地区
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14. 金沢地区

15. 八幡崎地区

7. 野中南地区

5. 赤沼北部地区
　 ( 葉山 )

13. 浜田地区

12. 明ケ沢地区

6. 利府ショッピング
　 センター地区

8. 長田地区

9. 新中道地区

10. 新太子堂地区

11. 新太子堂北地区

2. 利府駅前地区

3. 菅谷ニュータウン地区
　 （菅谷台）

4. 皆の丘びゅう
　 タウン地区

1. 沢乙東地区

『地区計画』の届出が必要かご確認ください
　町では、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったきめ細かい建築等の規制を
行うため「地区計画」を定めています。
　地図に示されている地区にお住まいの方は、建築物などを建てる場合や屋根などを塗り替える場合に町に対
して事前の届け出が必要となります。
　詳しいエリアや、規制の内容については、ホームページをご確認ください。

1．土地の区画形質の変更
2．建築物の建築または工作物の建設    　  
  　（家屋、車庫、土留め、フェンス等）
3．建築物等の用途の変更
4．建築物等の形態または意匠の変更

届出が必要な行為

問　都市整備課　まちづくり戦略係　☎︎767-2342

町ホームページ
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